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伊方町空家等対策計画（改定概要版） 

１．計画改定の方針 
この計画は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26 年法律第 127 号）（以下「法」

といいます。）に基づき、町⺠の⽣命、⾝体及び財産の保護、⽣活環境保全の観点から、空家

等の発⽣抑制、利活用促進、周囲に悪影響をおよぼす空家等の除却など、安全・安心なまち

づくりへ向けて、計画的かつ効果的な施策を検討・推進することにより、公共福祉の増進と

地域振興への寄与を図る計画です。 

法の施行以降、全国の市町村において、適切な管理が行われていない空家等への対応とし

て、法の規定に基づく特定空家等に対する措置のほか、条例に基づく措置や所有者等が自ら

行う空家等の除却への補助等の市町村の取組により、全国で約 9.0 万件（令和元年度末時点）

の空家等について除却・修繕等の対応が実施されてきました。その一方で、全国の空家等の

数は今後も増加が見込まれ、それがもたらす問題が一層深刻化することが懸念されることか

ら、引き続き空家等の発⽣の抑制、利活用、除却等の取組を強力に推進することが求められ

ています。 

伊方町は、全国の空家等対策の取組事例や新たに得られた知見を基に、愛媛県の住宅施策

との整合を図るとともに、前回調査から５年が経過したことから令和３年度空家等実態調査

の結果を踏まえ、伊方町空家等対策計画の改定を行いました。 

 
 

空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26 年法律第 127 号） 
（１）住⽣活基本計画（全国計画）の見直し【令和３年３月 19 日】 
（２）基本指針※1 及び特定空家等ガイドライン※2 の改正【令和 3 年 6 月 30 日】 

※１：空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26 年法律第 127 号）第５条第１項に基づく「空家等に

関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」 

※２：空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26 年法律第 127 号）第 14 条第 14 項に基づく「「特定

空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針」（ガイドライン） 

（３）愛媛県住⽣活基本計画の修正に対応 
①危険な空き家の除却・更新の推進 
②管理不全空家の発⽣予防 

（４）令和３年度伊方町空家等実態調査の結果を踏まえた修正 
①空家等実態調査の結果 
②空家等対策の推進について 

（５）本町の空家等対策の実績を踏まえた修正 
 

 

背 景 
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２．修正の主な内容 
（１）住生活基本計画（全国計画）の見直し            【計画案.p18】 

・国土交通省による、令和の新たな時代における住宅政策の指針として、「新たな
住⽣活基本計画の概要」を追加 

・国の空家等対策の推進に関する考え方の事例として、令和３年度の予算・税制
等に関する資料を掲載 

 
（出典）国土交通省公開資料「住生活基本計画（全国計画）令和 3 年 3月 19 日」 

 

（２）基本指針及び特定空家等ガイドラインの改正         【計画案.p32】 
・特定空家等の判断にあたっては、国の「特定空家等に対する措置に関する適切

な実施を図るために必要な指針（ガイドライン）」及び愛媛県の「県内における
「特定空家等」と判断するための判定基準（案）」に基づき、判定します。 

（３）愛媛県住生活基本計画の修正に対応 

①危険な空き家の除却・更新の推進             【計画案.p21、p32】 
・空家等の適正管理にあっては、空家等の所有者等が第一義的な責務を有するこ

とから、所有者等の責務や適正管理に関する意識の啓発及び醸成を図るため、
情報発信を推進します。 

・当該空家等がもたらす周辺への悪影響の程度と危険等の切迫性を総合的に勘案
のうえ、特定空家等か否かの認定においては、当該空家等の物的状況確認のほ
か、伊方町危険廃屋審査委員会委員や関係部署との協議・意見聴取などを行っ
たうえで、伊方町空家等対策協議会において判断します。  

新規 

継続 

継続 

継続 
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②空き家の適正な維持管理・活用促進による管理不全空家の発⽣予防 【計画案.p30】 
・空家等の所有者等からの相談については、相談内容に応じて、総合窓口と所管

する担当部署とが相互に情報共有のうえ、迅速な対応を実施します。 
総合窓口 役 割 

建設課 ・老朽危険空き家等の管理方法・除却等の相談 
総合政策課 ・空家等利活用の相談 

 

 
主な関係部署 役 割 

建設課（建設管理係） ・空家等の調査 
・空家等対策計画の策定・変更 
・庁内調整 
・危険空家等の対策・措置（除却等） 

建設課（地域整備係） ・通行に危険を及ぼすおそれのある町道・里道等対策 
総務課（危機管理係） ・空家等への侵入防止 

・火災・災害・犯罪等の予防的対策 
 （警察・消防との協力体制を要する場合） 

町⺠課（税務係） ・所有者等の情報提供 ・相続者等の情報提供 
・特定空家等の対策（固定資産税に係る住宅用地特例の除外） 

町⺠課（住⺠⽣活係） ・⽣活衛⽣・環境に関する相談・措置 
 （雑草・雑木・ごみ・蜂の巣等） 

総合政策課 
（まちづくり政策係） 

・空家等利活用に関する相談（移住定住支援・空き家バンク） 
・流通促進 

観光商工課 
（観光商工係） 

・空き店舗対策・古⺠家再⽣ 
 （利活用・インバウンド等の観光振興対策） 

上下水道課（上水道係） ・水道使用状況・閉栓情報等の提供 
その他関係部署 ・上記以外に空家等に関する対応が必要な場合 

 

・空家等の利活用や流通の促
進を図るため、全国の自治体
と空家等の条件を比較しな
がら物件検索ができる「全国
版空き家・空き地バンク」を
活用し、本町を知らない消費
者に対しての情報発信を強
化します。 

 

  

継続 

相談内容により担当部署が対応 

新規 

【計画案.p50】 
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（４）令和３年度伊方町空家等実態調査の結果を踏まえた修正 

①空家等実態調査の結果                  【計画案.p11、p14】 
・本町の空家等は 1,297 ⼾で、前回調査から 93 ⼾増加 
・外観目視を基本とした実態調査により、建物の構造（種類・主構造・階数）、建

物の状況（外観破損状況・揺れに対する危険度）を判定 
・「損傷が激しい」もしくは「倒壊の危険性がある」空家等は老朽度ランクＤ・Ｅ

の合計で 205 ⼾（15.9%）、また「倒壊時に周囲に対し危険を及ぼす」空家等は
危険度ランクⅡで 1,021 ⼾（78.7%）であり、損傷が激しい空家等に対し、喫緊
の対策が必要 

地 域 
空家等 
⼾数 

老朽度ランク 危険度ランク 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ⅰ Ⅱ 

伊方地域 471 239 126 50 17 39 67 404 

瀬⼾地域 400 183 93 52 14 58 96 308 

三崎地域 426 215 87 47 19 58 113 309 

合 計 1,297 637 306 149 50 155 276 1,021 

割 合 100.0% 49.1% 23.6% 11.5% 3.9% 12.0% 21.3% 78.7% 

 

・緑色の空家等（160 ⼾）は、建物としてまだ⼗分に活用できる空家等の可能性
が高く、所有者等の意向も踏まえた上で、有効利活用策を検討 

・⻩色の空家等（932 ⼾）は、このまま放置されれば更に老朽化・危険化してい
くことが懸念されるため、所有者等に対して意識啓発を図り適正管理を促進 

・赤色の空家等（205 ⼾）は、地震・台風等の災害発⽣時に周囲へ対する危険性
が高く、可及的速やかに対策を講じる必要があります 

危険度ランク 
(倒壊時の周囲の危険) 

老朽度ランク 
Ａ 

(損傷なし) 
Ｂ 

(小規模修繕) 
Ｃ 

(管理不足) 
Ｄ 

(破損多数) 
Ｅ 

(倒壊危険) 
合 計 

Ⅰ（危険なし） 92 68 34 13 69 276 

Ⅱ（危険あり） 545 238 115 37 86 1,021 

合 計 637 306 149 50 155 1,297 
 

 

老朽度(破損状況) 判定内容
Ａ ほとんど汚れ無く、修繕がいらない
Ｂ 小規模の修繕により再利用が可能
Ｃ 管理が行き届いていないが、当面の危険性はない
Ｄ 管理が行き届いておらず、損傷が激しい
Ｅ 倒壊の危険性が有り、解体などの緊急度が極めて高い

危険度(倒壊時の影響) 判定内容
Ⅰ 倒壊した場合でも、隣家及び公道を通行する人・車両に危険を及ぼす可能性がない
Ⅱ 倒壊した場合に、隣家又は公道を通行する人・車両に危険を及ぼす可能性がある

更新 
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②空家等対策の推進について                   【計画案.p26】 
・空家等対策の実施にあたっては、特に地域住⺠の⽣活環境に深刻な影響を及ぼ

す可能性のある空家等は、その老朽度に比例して⽣じる場合が多いため、実態
調査による老朽度判定に基づき、対策を推進します。 

 

  

更新 
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（５）本町の空家等対策の実績を踏まえた修正 

伊方町危険廃屋解体撤去事業                  【計画案.p34】 
・伊方町危険廃屋解体撤去事業は、平成 23 年度に町単独の補助制度として創設

し、平成 23 年度〜令和 3 年度までの 11 年間で 122 件の解体撤去の実績 
・除却を促進し、地域住⺠の⽣命、⾝体及び財産等保護への寄与等、危険を未然

に防止するため、継続して施策を推進します。 
 H23〜H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 計 
伊方地域 24 6 3 1 5 7 3 49 
瀬⼾地域 26 5 1 3 5 3 1 44 
三崎地域 15 5 2 2 1 4 0 29 
件数計 65 16 6 6 11 14 4 122 

事業費(千円) 30,587 7,672 3,000 2,834 5,434 6,885 2,000 58,412 
 

伊方町老朽危険空き家等除却事業                【計画案.p34】 
・伊方町老朽危険空き家等除却事業は、平成 28 年度に新設され、平成 28 年度〜

令和 3 年度の 6 年間で 104 件の除却実績 
・除却を促進し、地域住⺠の⽣命、⾝体及び財産等保護への寄与等、危険を未然

に防止するため、継続して施策を推進します。 
 H28 H29 H30 R1 R2 R3 計 
伊方地域 2 4 4 9 15 13 47 
瀬⼾地域 - 5 5 10 7 4 31 
三崎地域 1 1 7 3 6 8 26 
件数計 3 10 16 22 28 25 104 

事業費(千円) 3,625 15,704 29,772 35,521 45,540 45,988 176,150 
 

伊方町空き家バンク制度                   【計画案.p38】 
・平成 28 年 12 月 1 日より「伊方町空き家バンク制度」を開設し、開設から令和

３年度までの５年間強で 52 件が登録され、そのうち 14 件の賃貸等が成約 
・地域の不動産関係団体との協力を得ながら、都市住⺠の地域への呼込み、地域

資源の有効活用等の面において、継続して地域活性化を推進 
 H28 H29 H30 R1 R2 R3 計 
伊方地域 7(2) 4(0) 5(1) 4(0) 4(1) 2(2) 26(6) 
瀬⼾地域 1(0) 3(0) 0(1) 2(0) 6(1) 2(1) 14(3) 
三崎地域 4(1) 4(0) 0(2) 1(1) 3(1) 0(0) 12(5) 

件数計 12(3) 11(0) 5(4) 7(1) 13(3) 4(3) 52(14) 

（）内は成約件数     

 

継続 

継続 

継続 


